
令和５年度社会福祉法人等の指導監査（特別監査）について 

 

１ 対象法人 

  社会福祉法人微妙福祉会 

   （広島市南区東雲本町二丁目） 

 

２ 実地監査実施日 

  令和６年１月２５日 

 

３ 指摘事項 

  下記「文書指摘事項」のとおり。（令和６年２月１９日通知） 

 

４ 改善措置報告書提出日 

  令和６年３月１８日 

 

 

文書指摘事項 

 

改善を必要とする事項 是正改善方策 法人からの改善報告 

職員旅行の代金約１，７００

万円を法人資金（自主財源）で

立て替えて旅行会社等に支払

っているが、職員旅行の経費を

法人資金で立て替えることは、

社会福祉法で禁止されている。 

また、職員旅行の立替金が回

収されていない。 

 

職員旅行の経

費を法人資金で

立て替えないこ

と。 

また、法人が立

て替えた旅行代

金を、早急に回収

すること。（社会

福祉法第２７条） 

今後、職員旅行の代金（以下「旅行代金」

という。）を法人資金で立て替えることはい

たしません。 

これまで旅行代金の預金管理を法人資金

と同じ銀行通帳により行っていましたが、今

後は旅行代金を法人資金の通帳から分離し、

単独の通帳で預金管理することにしました

（令和 6年 3月 14日、「微妙福祉会旅行会」

の銀行通帳を作成済）。 

また、旅行代金の運用を、職員互助会の経

費と合わせて行うことにしました。 

職員互助会の経費は、職員の毎月の給与か

らの天引きによる積立金と寄付金により賄

われており、法人資金は含まれていません。 

旅行代金は、職員の毎月の給与からの天引

きにより積み立て、当該年度に残金が生じた

場合には、翌年度の 4 月に職員に還付するこ

とにしています。 

年度当初は積立額が少ないため、年度の前

半に旅行会社への支払いが生じた際に支払

資金が不足することがあり、この不足分を法

人資金により立て替えていました。 

今後、旅行会社への支払資金が不足した場

合は、職員互助会の経費で立て替えることに

します。 

また、法人が立て替えている旅行代金約

1,700 万円については、令和 6年 3月 31 日ま

でに全額を回収します。 

職員旅行の海外旅行代金約

６３６万円の立替えについて、

前理事長が決裁しているが、理

理事長が専決

できない額の支

出については、理

 今後、理事長が専決できない額の支出につ

いては、理事会の決議を経ることにします。 



事長が専決できる支出は、５０

０万円以下の支出である。 

事会の決議を経

ること。（定款第

２４条、定款細

則） 

職員旅行の積立金について

は、旅行代金の残額を年度ごと

に精算し、職員に還付している

が、還付金には保育の委託費が

含まれていると考えられる。 

なお、還付金に充てられた保

育の委託費については、年度内

に旅行積立金により補てんさ

れている。 

保育の委託費

について、使途範

囲を超えた支出

をしないこと。

（平成２７年９

月３日付け内閣

府子ども・子育て

本部統括官、厚生

労働省雇用均等・

児童家庭局長通

知「子ども・子育

て支援法附則第

６条の規定によ

る私立保育所に

対する委託費の

経 理 等 に つ い

て」） 

 立替金原資は、保育の委託費ではなく法人

の自主財源であり、保育の委託費の使途制限

違反ではないことを市監査指導課も認めて

いただいております。 

 しかしながら、社会福祉法上においては社

会福祉法人資金全体に適用があるため、改善

を必要とする事項の本文に使途範囲を超え

た支出をしないこととされたことは尤もで

あります。 

 今後も、保育の委託費について、使途範囲

を超えた支出はいたしません。 

 〔所轄庁補足〕 

  ３つ目の指摘事項については、立替金の指摘ではなく、職員への旅行代金の還付金に委託費が含ま

れていることについての指摘である。今後、保育の委託費について、使途範囲を超えた支出はしない

とのことであるため、改善報告書を受理することとした。 



令和５年度社会福祉法人等の指導監査（特別監査）について 

 

１ 対象施設 

  やわらぎ第２保育園 

   （広島市西区南観音七丁目） 

 

２ 実地監査実施日 

  令和５年９月８日 

 

３ 指摘事項 

  下記「文書指摘事項」のとおり。（令和５年１０月１９日通知） 

 

４ 改善措置報告書提出日 

  令和５年１１月１５日 

 

５ 経緯 

  令和４年１０月１９日の一般監査において、配置基準違反の文書指摘があった。二十数回にわたる

督促にもかかわらず、改善措置報告書の提出がなかったため、改善状況の確認のため特別監査を実施

した。 

 

 

文書指摘事項 

 

改善を必要とする事項 是正改善方策 法人からの改善報告 

保育士の配置について、職員

配置基準を下回る時間帯があ

った。 

令和 5年 8月 28 日 

   8：30～9：00 ▲1 人 

令和 5年 9月 8日 

 7：30～8：00 ▲1 人 

保育士につい

て職員配置基準

を満たしていな

い時間帯がある

ため、配置基準に

定める職員を配

置すること。（児

童福祉施設設備

運営基準第 33

条）  

令和 5年 8月 28 日 

8：30～9：00 ▲1人について 

配置基準を満たす、職員 10 名を配置して

いましたが、○○（個人名）1 名が突然の体

調不良で欠勤したため発生したものです。 

 

令和 5年 9月 8日 

7：30～8：00 ▲1人について 

事前通告なしの特別監査当日にローテー

ション表の氏名の記載を求められたため、△

△（個人名）1名を記載漏れしておりました。

△△は母の看護のため夕方早くの帰宅が必

要になり、毎日早出の固定勤務を希望してお

り、7：30 出勤の早出勤務に固定していまし

た。このため△△をローテーション勤務から

外しておりました。ローテーション表の氏名

を記載するときうっかり△△の氏名の記載

を漏らしました。 

したがって、9月 8日 7：30～8：00 は、配

置基準を満たしています。 

 

  



令和５年度社会福祉法人等の指導監査（特別監査）について 

 

１ 対象施設 

  光明寺保育園 

   （広島市安芸区船越四丁目） 

 

２ 実地監査実施日 

  令和５年６月１４日 

 

３ 指摘事項 

  下記「文書指摘事項」のとおり。（令和５年７月１８日通知） 

 

４ 改善措置報告書提出日 

  令和５年７月２７日 

 

 

文書指摘事項 

 

改善を必要とする事項 是正改善方策 法人からの改善報告 

保育士の配置について、職員配置基準を下回る時

間帯があった。 

・令和５年４月１４日 

7:30～8:00 ▲1 人、8:00～8:30 ▲1人 

・令和５年５月１２日 

8:00～8:30 ▲2 人 

保育士について職

員配置基準を満たし

ていない時間帯があ

るため、職員勤務シ

フトの変更など、配

置基準に定める職員

を配置すること。 

今年度の７月１日

から正職員が 1 人入

職しており、該当の

時間帯に保育士の人

数は足りるようにな

った。 

 

 

 

 


